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【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｊ  35/08     (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｊ  35/08    　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｊ  35/08    　　　Ｄ
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【手続補正書】
【提出日】平成22年9月30日(2010.9.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子源を有するＸ線発生装置で用いる電極であって、前記電極は
　筐体と、
　筐体に取り付けられたダイヤモンドメンバーと、
　ダイヤモンドメンバー上に設けられたターゲットと、
を有し、前記ターゲットと筐体がダイヤモンドメンバーの反対の側に配置されており、前
記ターゲットは、Ｘ線を発生させるため使用時に電子源由来の電子が衝突するものであり
、筐体とダイヤモンドメンバーとの間に接着層が設けられており、前記接着層は５００℃
から７５０℃の範囲の固相線または溶融点を有する合金を含むものである電極。
【請求項２】
　請求項１に記載の電極であって、前記合金は６５０℃から７５０℃の範囲の固相線また
は溶融点を有する合金である電極。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の電極であって、前記ダイヤモンドメンバーは５０～１０００μ
ｍの厚みを有するものである電極。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の電極であって、接着層がろう付けにより形成され
ている電極。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の電極であって、前記合金は、銀、銅と、少なくと
も一つの付加金属とを含む合金である電極。
【請求項６】
　請求項５に記載の電極であって、前記合金は、銀、銅と、インジウム、錫、マンガン、
ニッケル、チタン、及びアルミニウムから選択した少なくとも一つの付加金属を含む合金
である電極。
【請求項７】
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　請求項６に記載の電極であって、前記合金は、合金全体に対する重量比率で、銀を５５
～７０重量％、銅を２０～３５重量％、インジウムを５～１５重量％含む合金である電極
。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の電極であって、前記接着層は、１０μｍ～２００
μｍの厚みを有する接着層である電極。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の電極であって、第１の中間層が接着層とダイヤモ
ンドメンバーとの間に設けられ、前記第１の中間層はチタンとクロムのうち少なくとも一
つを含む電極。
【請求項１０】
　請求項９に記載の電極であって、第２の中間層が接着層と第１の中間層の間に設けられ
、前記第２の中間層はプラチナとタングステンの少なくとも一つを含む電極。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の電極であって、第３の中間層が接着層と第２の中間層の間に設けら
れ、前記第３の中間層は金、銀、インジウム、アルミニウム、マグネシウムの少なくとも
一つを含むものである電極。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の電極であって、第４の中間層がターゲットとダ
イヤモンドメンバーとの間に設けられ、前記第４の中間層はチタンとクロムのうち少なく
とも一つを含むものである電極。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の電極であって、第５の中間層がターゲットと第４の中間層の間に配
置され、前記第５の中間層はプラチナとタングステンの少なくとも一つを含むものである
電極。
【請求項１４】
　Ｘ線発生装置であって、前記装置は請求項１～１３のいずれか１項に記載の電極と電子
源を有し、使用時には前記電子源から電子が産生されて電極のターゲットに衝突するもの
である装置。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれか１項に記載の電極又は装置を用いるＸ線発生方法。
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